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【論文の構成】 

はじめに～本論文の目的と概要 

Ⅰ 所得控除の概要及び各人的控除の概要等と沿革 

Ⅱ 配偶者控除を巡る最近における議論等 

Ⅲ 配偶者控除の意義 

Ⅳ 配偶者控除はどうあるべきか 

おわりに 

 

【論文の内容】 

１ 研究の目的 

 現代日本の現状として、今後も人口減少・少子高齢化は一層進行し、約半世紀後には、

老年人口割合は約 4 割まで高まる一方、生産年齢人口割合は約 5 割にまで低下すると見

込まれるが、こうした変化は、生産年齢の世代を主たる支え手として設計されてきた社

会保障制度や税制・財政に深刻な課題を投げかけており、こういった問題意識は、筆者

も共有するところである。 

 税制調査会は、このような問題意識の下、所得税を中心とする個人所得課税について

は、年功賃金・終身雇用を核とする日本型雇用システムの下、給与所得者が増加し納税

者の大半を占めるに至る中、これまでその負担軽減を行う際には、給与所得控除等の所

得計算上の控除に著しく依存した見直しが行われてきた結果、諸外国では、総じて言え

ば負担調整における人的控除の役割が大きいのに対して、我が国では基礎控除等の人的

控除の果たす役割が比較的小さなものに止まっている、と分析した上で、近年の働き方

の多様化が進展している中、所得の種類ごとに様々な負担調整を行うのではなく、人的

な事情に応じた負担調整を行う人的控除の重要性が高まっていると考えられるとした。

このような変化を踏まえ、税制調査会のみならず、様々な場において、個人所得課税の

諸控除の見直しについての議論が盛んとなっている。 

 所得控除については、そのなかでも基礎的な控除項目であると言える人的控除、即ち

基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除についても断続的に検討が行われて

いる。 

 例えば、昭和 36 年度税制改正で創設された配偶者控除については､納税者の所得稼得

への妻の貢献（いわゆる内助の功）を税制上評価するなどの趣旨で導入され、専業主婦

を前提とした制度であったが、近年では共働き世帯が専業主婦世帯を上回るなど制度を

とりまく環境は大きく変化しており、また、人口減少社会を迎える中で、経済成長を続

けていくためには、女性の労働力の活用は重要な課題となっている。 
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 このような背景もあって、平成 29 年度には配偶者控除・配偶者特別控除の改正、平成

30 年度には基礎控除・給与所得控除の改正が行われたが、満を持して行われた人的控除

の見直しを内容とする制度改正までの道のりは単純なものではなかった。 

 所得税の課税標準の計算等における所得控除のうち、配偶者控除をはじめとした人的

控除等については、上述のように、税制面における働き方改革の一環として、その見直

しの必要性が指摘され、特に配偶諸控除等については、いったんは政府税制調査会にお

いて廃止の方向性が打ち出された所得控除項目であったが、その後方針転換が図られ、

平成 29 年度の改正は、むしろ制度の強化ともいえる内容に変わった、という状況とな

っており、この状況を「迷走」と呼ぶ識者もいる。 

 そこで本研究においては、その在り方を巡って様々な議論が行われている所得税の人

的控除につき、配偶者控除に重点をおいて、その在り方について検討することとした。 

 

２ 研究の概要 

 第 1 章では、所得控除の概要及び各人的控除の概要等について整理した。 

 第 2 章では、配偶者控除を巡る最近における議論等として、近年における配偶者控除

を巡る議論（税制調査会「働き方の選択に対して中立的な税制の構築をはじめとする個

人所得課税改革に関する論点整理（第一次レポート）」（平成 26 年 11 月 7 日））や平成

29 年度の配偶者控除・配偶者特別控除の改正を概観し、税制調査会において配偶者控除

の見直しなどが議論される背景や、配偶者控除をめぐる問題点①就業調整の壁②内助の

功への評価③最低生活費非課税④二重控除と世帯間の税負担の不公平⑤高収入ほど高

まる配偶者控除の適用割合などをみていった。 

 第 3 章では、そもそも上述のようにここまで「配偶者控除」の存廃を巡る議論が迷走

するのは配偶者控除の意味付け、存在意義が不明確によることに一因しているのではな

いかと考えた。すなわち、所得控除のうち、基礎控除、扶養控除、配偶者控除等の人的

控除については、最低生活費保障の意味合いが強いとされるが、配偶者控除については、

このほか「内助の功」を評価する意味合いもあるとされ、その位置づけが必ずしも明確

になっていないのではないかと考えられ、そのあたりに上述の議論の「迷走」の一因が

あるのではないか、として、最低生活費保障としての配偶者控除と「内助の功」として

の配偶者控除についてみていった。 

 具体的には、配偶者控除の意義につき、最低生活費保障と内助の功の二面性があると

した上で、それぞれにつき、税制調査会でどのような議論が行われてきたか、裁判例に

おいてどのように争われ、裁判所の判断が示されたか、また、講学上、どのような議論

が展開されているか等について、具体的に検証し、その上で、最低生活費保障としての

配偶者控除と、内助の功としての配偶者控除の法的意味について、それぞれにつき、消

費支出と経費支出の意味があることなどを検証した。 
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 第 4 章では、配偶者控除はどうあるべきかについて、最低生活費保障と「内助の功」

の法的意味を消費支出と経費支出の面から考えたうえで、配偶者控除が創設された時点

では、その額につき、扶養控除の額と差が設けられていたことから、その額が最低生活

費保障として十分かどうかの議論はさておき、扶養控除と同額までは最低生活費保障と

しての意味を持ち、扶養控除との差額は内助の功の意味を持つとみることも可能ではあ

ったが、その額が扶養控除の額と同額になって以降、配偶者控除につき、最低生活費保

障と内助の功の二つの意味を持たせられるか、また、配偶者控除を始めとした人的控除

の見直しの議論とにどう関連付けるべきかなどについて、筆者としての結論を提示した。 
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